
〇禁止されている場所

・劇場の舞台、物品販売店舗の売場等火災が発生した場合に人命危険が大きい場所

〇禁止されている行為

・喫煙 　ライター等で点火し喫煙する一連の行為。加熱式たばこも同様に該当。

・裸火の使用 　炎、火花または発熱部が外部に露出した状態で使用するもの。

・危険物品の持込み 　消防法別表第１に掲げる危険物

　一般高圧ガス保安規則第２条第１号に定める可燃性ガス

　火薬類取締法第２条第１項及び第２項に定める火薬等

　条例別表第８に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類及びマッチ

〇禁止行為の解除要件

消防長が火災予防上支障が無いと認めたとき。

〇許可の申請

〇許可の取消し

許可要件の不履行等火災危険がある場合には許可が取り消されるがことがあります。

〇申請書ダウンロード

左のワードで検索

「火災予防関係」→【喫煙・裸火の使用・火災予防上危険な物品の持込みの許可申請書】

お問い合わせ先 茨木市消防本部　予防課査察係　072‐622‐6950

８時45分～17時15分 （土・日・祝日、12月29日から翌年１月３日まで除く）　

申請書ダウンロードページ 様式（Word） 様式（PDF）記入例

　※　申請書、図面等の必要書類は２部作成し予防課査察係に提出してください。郵送不可。

茨木市火災予防条例第23条に基づく許可申請について

許可を受けようとする場合は、当該行為を行う日の５日前までに消防本部予防課の指導を受け、
申請書と図面等の必要書類を提出してください。

不特定多数の人が出入りする場所で火災が発生した場合、人命危険が大きくなります。
火災の発生と延焼拡大を防止するため、条例で一定規模の場所で行われる「喫煙」
「裸火の使用」「危険物品の持込み」を禁止行為として規制しています。

　各施設毎に許可書を必要とする期限は異なりますので確認をお願いします。

※許可の申請受付、許可書のお渡しは平日の８時45分～17時15分 （土・日・祝日、12月29日から

　翌年１月３日まで除く）となります。郵送での受付はできません。

茨木市消防本部 申請書ダウンロード

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shobo/menu/42590.html#h_idx_iw_flex_1_6
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/103/6_23joutadashigaki_2021.docx
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/103/6_23joutadashigaki_2021.pdf
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/103/23jyoukinyuurei.pdf









